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令和２年度砺波市人事行政の運営等の状況

砺波市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年砺波市条例第３号）

第６条の規定に基づき、令和２年度における砺波市人事行政の運営等の状況について、次

のとおり公表します。

なお、一部の項目については、令和３年４月１日現在の状況を公表します。

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

（1）職員数の状況（各年４月１日現在） （単位：人）

注 職員数は地方公共団体定員管理調査により、会計年度任用職員は含みません。

（2）定員適正化の状況

適正化の手法

・組織・機構の改編による合理化

・会計年度任用職員の活用

・事務事業の見直しによる効率化

・指定管理者制度、事務の外部委託の推進等による民間活力の活用 等

部 門 区 分
職員数 対前年

増員数
主な増減理由

令和３年 令和２年

一

般

行

政

総務企画・税務

民生・衛生

商工・労働

農 林 水 産

土 木

８８

１７４

１６

２０

２２

８５

１７６

１６

１８

２３

３

△２

０

２

△１

・業務増及び組織強化

（広報情報専門部署

の新設等）による増

・組織体制見直し（施

設 管 理 業 務 の 移 管

等）による減

・幼稚園閉園に伴う減小 計 ３２０ ３１８ ２

特
別
行
政

教 育 ４４ ４８ △４

小 計 ４４ ４８ △４

公
営
企
業
等
会
計

病 院

水 道

下 水 道

そ の 他

６６５

１１

７

８

６６９

１１

７

８

△４

０

０

０

小 計 ６９１ ６９５ △４

合 計 １，０５５ １，０６１ △６
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定員適正化の状況

注 職員数は、各年の地方公共団体定員管理調査に基づいています。

（3）採用の状況（令和３年４月１日）

１４名採用（競争試験：１４名、選考： ０名）

注 総合病院に勤務する医療職員を除きます。

（4）昇任の状況（令和２年度）

①市長部局等

１５名（部長：１名、次長：０名、課長：６名、主幹：６名、

係長：０名、主任：２名）

②教育委員会

８名（部長：０名、次長：０名、課長：１名、主幹：１名、

係長：４名、主任：２名）

注 総合病院に勤務する医療職員を除きます。

（5）退職の状況（令和２年度）

２０名退職

注 総合病院に勤務する医療職員を除きます。

２ 職員の人事評価の状況

砺波市職員の人事評価制度の実施状況は次のとおりです。

（1）評価対象者

正規職員

（2）評価基準日及び評価対象期間

①評価基準日 ９月１日（前期）、３月１日（後期） 年２回

②評定対象期間

４月１日～９月３０日（前期）、１０月１日～翌年３月３１日（後期）

（3）評価方法

職員が役割を果たすために必要な「能力」、「勤務態度」及び職員が取り組んだ「業

績」について、原則として所属長、部長等が、１０項目、５段階で評定し、総合判定

を行います。

（4）評価結果の活用

人事評価の結果は、被評価者の任免（昇任等）、給与（昇給、昇格、勤勉手当等）、

人材育成に活用しています。

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年

職員数 ４０９ ４００ ４０４ ４０６ ４０３ ３９２ ３９０

増減数

（累計）

△ ４

(△４６)

△ ９

(△５５)

４

(△５１)

２

(△４９)

△ ３

(△５２)

△１１

(△６３)

△ ２

(△６５)
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３ 職員の給与の状況

（1）人件費の状況（普通会計決算）

注１ 人件費は、令和２年度中に支給された一般職員及び会計年度任用職員（フルタイ

ム）の給与のほか、退職手当・共済費及び市長・議員等の特別職に支給された給

料・報酬等の合計です。

注２ 住民基本台帳人口は、令和３年１月１日現在のものです。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

注１ 職員手当には退職手当を含みません。

注２ 職員数は、令和２年４月１日現在のものです。

注３ 職員数、給与費に会計年度任用職員（フルタイム）は含まれていません。

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 （令和３年４月１日現在）

注１ 「一般行政職」とは、国の行政職俸給表（一）の適用を受ける者に相当する職員

で、税務職、看護・保健職、福祉職、企業職、教育職を除く職員です。（以下同

じ）

注２ 「技能労務職」とは、国の行政職俸給表（二）の適用を受ける者に相当する職員

です。（以下同じ）

注３ 平均給与月額とは、給料月額と扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時

間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。

（4）職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

区分
住民基本

台帳人口

歳出額

Ａ
実質収支

人件費

Ｂ

人件費率

(Ｂ/Ａ）

（参考）

元年度の人件費率

令和

２年度

人

48,088

千円

27,566,808

千円

1,520,946

千円

3,506,565

％

12.7

％

15.2

区分
職員数

Ａ

給与費 一人当り

給与費

(B/A)
給料 職員手当

期末･勤

勉手当
計 Ｂ

令和

２年度

人

366

千円

1,334,261

千円

160,866

千円

521,458

千円

2,016,585

千円

5,510

区分 砺波市 県 国

一 般

行政職

大学卒 182,200 円 188,700 円 182,200 円

高校卒 150,600 円 154,900 円 150,600 円

技 能

労務職

高校卒 139,900 円 147,900 円 ―

中学卒 ― 139,900 円 ―

一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

326,200 円 394,700 円 43.9 歳 277,600 円 301,300 円 47.4 歳
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（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

（6）一般行政職の級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）

注１ 砺波市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

注２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

（7）職員手当の状況

①期末手当・勤勉手当

注１ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

注２ 会計年度任用職員（フルタイム）には、勤勉手当の支給はありません。また、

一人当たり平均支給額には含まれていません。

経験年数

区分
10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満

一 般

行政職

大学卒 278,200 円 314,100 円 362,000 円

高校卒 231,200 円 279,400 円 315,900 円

技 能

労務職

高校卒 該当者なし 253,400 円 280,700 円

中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計

標 準 的

な 職 務

内容

主事

技師

主事

技師
主任

係長

主査
主幹

次長

課長
部長 ―

職員数 18 人 40 人 45 人 58 人 38 人 25 人 7 人 231 人

構成比 7.8％ 17.3％ 19.5％ 25.1％ 16.5％ 10.8％ 3.0％ 100.0％

砺波市（一般行政職） 富山県 国

一人当たり平均支給額

（２年度） 1,559 千円

一人当たり平均支給額

（２年度） 1,637 千円
－

（２年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分

(1.45)月分 (0.9)月分

（２年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分

(1.45)月分 (0.9)月分

（２年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分

(1.45)月分 (0.9)月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等

による加算措置

5～15％

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等

による加算措置

5～25％

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等

による加算措置

5～25％
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②退職手当（令和２年４月１日現在）

③地域手当（令和３年４月１日現在）

④特殊勤務手当（令和３年４月１日現在） ※（ ）内は病院事業を除いた場合

砺波市 国

自己都合 勧奨･定年 自己都合 勧奨･定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算

措置

定年前早期退職

特例措置

(2％～20％加算)

その他の加算

措置

定年前早期退職

特例措置

(2％～45％加算)

支給実績（令和２年度決算） 87,119 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 1,038,180 円

支給対象職種 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

医師・歯科医師 16 ％ 84 人 16 ％

支給実績（令和２年度決算）
288,957

（2,133

千円

千円）

支給職員１人当たり平均支給年額（２年度決算）
419,996

（20,706

円

円）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２年度）
65.9

（27.2

％

％）

手当の種類（手当数） 12 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

外勤手当
税務課に勤務する

職員

市税の賦課、調査、徴

収
1 日につき 300 円

市税の滞納処分 1 日につき 500 円

保健衛生手当 従事職員

感染症の防疫、予防ま

たは救治等のため、病

毒汚染の危険のある作

業

1 日につき 1,100 円以内

研究手当 医師または歯科医師 研究業務 月額 200,000 円以内

救急勤務医手

当
医師

日直勤務中の救急医療

業務
勤務 1 回につき 7,000 円

宿直勤務中の救急医療

業務
勤務 1 回につき 9,000 円

分娩手当 産婦人科医師 分娩を取り扱う業務 分娩 1 回につき 20,000 円
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病院手当

看護師または准看

護師

病棟、救急室での交替

勤務
月額 2,000 円

病院に勤務する職

員（医師及び放射

線技師を除く）

手術室、中材、人工透

析センター、内視鏡セ

ンター、分娩室、救急

科、ICU、若しくは精

神病棟の業務または放

射線取扱作業

1 日につき 100 円

看護師、准看護

師、または調理師
時差勤務 1 日につき 400 円

臨床検査技師 剖検介助業務 1 回につき 5,000 円

放射線技師 放射線技術科の業務 月額 7,000 円

①病院に勤務する

職員（医師を除

く）

②臨床検査技師

①感染症・結核病床の

業務または抗癌剤の調

整

②人の臓器若しくは細

菌の検査業務

1 日につき 200 円

医師

正規の勤務時間以外に

救急業務に従事するた

めに待機を命じられた

場合

1 回につき 4,000 円

医療技術職員

正規の勤務時間以外に

救急業務に従事するた

めに待機を命じられた

場合

1 回につき 800 円

夜間看護手当
看護師または准看

護師

深夜勤務（午後 10 時

後翌日午前 5 時前の

間）

1 回につき

4 時間以上

3,550 円

2 時間以上 4 時間未満

3,100 円

2 時間未満

2,150 円

生活保護手当
社会福祉課に勤務

する職員

生活保護法に関する事

務
1 日につき 250 円

救護収容手当
社会福祉課に勤務

する職員

行旅死亡人の収容作業 1 件につき 1,500 円

行旅病人の救護作業 1 件につき 1,000 円

変則勤務手当

保育所、図書館等

の施設に勤務する

職員（病院に勤務

する職員を除く）

正規の勤務時間が週休

日に割り振られている

業務

月額 2,000 円



7

⑤ 時間外勤務手当 ※（ ）内は病院事業を除いた場合

⑥ その他の手当（令和３年４月１日現在）

下水道業務手

当
従事職員 下水道管内部調査業務 1 日につき 500 円

用地交渉手当 従事職員
用地買収交渉、物件移

転交渉等の業務
1 日につき 500 円

支給総額（令和２年度決算）
278,950

（52,701

千円

千円）

職員 1 人当たり支給年額（令和２年度決算）
326

（184

千円

千円）

支給総額（令和元年度決算）
294,794

（55,539

千円

千円）

職員 1 人当たり支給年額（令和元年度決算）
344

（188

千円

千円）

手当名 内容及び支給単価

国の
制度
との
異同

国の制度と

異なる内容

支給実績
（２年度
決算）

千円

支 給 職 員 １ 人
当 た り 平 均 支
給 年 額 （ ２ 年
度決算）

円

扶養手

当

(1) 扶養親族 1 人につき 6,500 円

ただし、子は 10,000 円

(2)満 16 歳年度初めから満 22 歳

年度末までの間にある子 1 人につ

き、5,000 円を加算

同 65,493 249,022

住居手

当

借家等

①家賃 27,000 円以下の場合

家賃-16,000 円

②家賃 27,000 円を超える場合

(家賃-27,000 円)/2+11,000 円

(最高限度額 28,000 円)

同 32,514 242,642
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通勤手

当

(1)交通機関利用職員

6 箇月定期券等の価額による一括

支給（全額支給限度 1 箇月当た

り 55,000 円）

(2)交通用具使用職員

距離段階区分に応じ 2,600 円～

35,000 円

異

○国の制度

(1)同じ

(2)交通用具

使用職員

距離段階区

分に応じ

2,000 円～

31,600 円

60,459 73,195

単身赴

任手当

公署を異にする異動等に伴い転居

しやむを得ない事情により配偶者

等と別居し、単身で生活すること

を常況とする職員に支給

23,000 円＋加算額（職員の住宅と

配偶者等の住居との交通距離が

100km 以上の場合に 6,000～

58,000 円を加算）

同 0 0

管理職

手当

管理又は監督の地位にある職員に

当該職の区分に応じて 22,200 円

～130,600 円を支給

異
職区分及び

金額
126,611 662,887

休日勤

務手当

休日等において正規の勤務時間中

に勤務した職員に支給

１時間当たりの給与額×1.35×勤

務時間

異

単価算定時

の総労働時

間

国：2,015

市：2,015-

（休日・年

末年始の日

数×7.75）

3,153 33,193

夜間勤

務手当

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日５時までの間に勤務した

職員に支給

１時間当たりの給与額×0.25×勤

務時間

44,599 148,170

宿日直

手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤

務した場合に支給

①庁舎、設備の保全等 6,000 円

②救急医療業務を伴う当直

6,000 円～21,000 円

異

○国の制度

①4,400 円

②医師のみ

21,000 円

57,771 162,735
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（8）特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

注１ 退職手当の「1 期の手当額」は、4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、

1 期（4 年＝48 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

管理職

員特別

勤務手

当

(1)管理職手当支給対象職員が臨

時または緊急の必要等により、週

休日等に勤務した場合に支給

6 時間以下の場合 4,000～8,000 円

6 時間超の場合 6,000～12,000 円

(2)管理職手当支給対象職員が災

害への対処等の臨時・緊急の必要

によりやむを得ず平日深夜に勤務

した場合に 2,000～4,000 円支給

同 368 11,152

初任給

調整手

当

医学等に関する専門知識を必要と

し、かつ、採用による欠員の補充

が困難な職に採用された職員に支

給

・医師、歯科医師

採用後 35 年以内の期間、採用か

ら１年を経過するごとにその額を

減じて支給

同 118,329 1,408,681

区分 給料・報酬月額 区分 令和２年度支給割合

給

料

市長 839,000 円

期末手当

市長

３．３５月分

加算措置 ４０％

副市長 691,000 円 副市長

報
酬

議長 454,000 円 議長

副議長 404,000 円 副議長

議員 374,000 円 議員

区分 算定方式 1 期の手当額 支給時期

退
職
手
当

市 長 退職時給料月額×500/100×在職年数 16,780,000 円 任期毎

副市長 退職時給料月額×280/100×在職年数 7,739,200 円 任期毎
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況

令和３年４月１日現在の勤務時間は、原則として次の表のとおりです。

※公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員は、上

記以外の勤務時間の割振りによります。

（2）休暇の取得状況

職員の休暇制度については、砺波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や

育児休業等に関する条例、規則に基づいて定められており、主な休暇制度の状況は次

のとおりです。

注１ 市立砺波総合病院分は含まれておりません。

５ 職員の休業に関する状況

職員の休業制度については、砺波市職員の育児休業等に関する条例、規則や自己啓

発等休業に関する条例、規則に基づいて定められており、主な休業制度の状況は次の

とおりです。

注１ 市立砺波総合病院分は含まれておりません。

勤務時間 ８：３０～１７：１５

休憩時間 １２：００～１３：００

区分
休暇期間等

（1 年あたり）

令和２年の取得状況

市長部局等 教育委員会

年次休暇 ２０日 平均 ８．９日 平均 ９．５日

夏季特別休暇 ５日以内 平均 ４．５日 平均 ４．８日

病気休暇 原則、９０日以内 取得者 ７人 取得者 ５人

介護休暇 ６月以内 取得者 ０人 取得者 ０人

産前産後休暇 それぞれ８週間 取得者 ２人 取得者１０人

育児時間 １日２回それぞれ３０分以内 取得者 ０人 取得者 ０人

妻の出産 ２日以内 取得者 ４人 取得者 ３人

看護休暇 ５日以内 取得者３２人 取得者 １１人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇 ５日以内 取得者 ５人 取得者 ２人

区分
休業期間等

（1 年あたり）

令和２年の取得状況

市長部局等 教育委員会

育児休業 子が３歳に達するまでの期間 取得者 １人 取得者１１人

育児部分休業

子が小学校就学の始期に達するまで

の期間で、始業時又は終業時、１日

を通じて２時間以内

取得者 ２人 取得者 ０人

自己啓発等休

業

大学等への修学や国際貢献活動へ参

加する場合において、３年を超えな

い期間

取得者 ０人 取得者 ０人
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況

令和２年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。

注 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその

職責を十分に果たすことができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上

の変動をもたらす処分のことをいいます。

（2）懲戒処分の状況

令和２年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。

注 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、

公務員としてふさわしくない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。

７ 職員の服務の状況

（1）職務専念義務免除の状況

令和２年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。

注 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職

務に専念する義務がありますが（地方公務員法第３５条）、合理的な理由がある場合は、

限定的にその免除が認められています。

なお、上記には、市の消防団員としての災害出動及び職員団体としての適法な交渉の

ための職務に専念する義務の免除は含まれていません。

区分 降任 免職 休職 降級 合計

市長部局等 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

教育委員会 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

合計 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

区分 戒告 減給 停職 免職 合計

市長部局等 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

教育委員会 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

合計 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

免除の事由
令和２年度の承認件数

市長部局等 教育委員会

研修を受ける場合 ０件 ０件

市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と

認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その

事務又は事業を行う場合

１件

（１名）

５件

（１名）

職員が公務に支障のない範囲内において、国民体育

大会等に選手又は監督等として参加する場合

０件 ０件

合 計 １件 ５件
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（2）営利企業等従事許可の状況

令和２年度の営利企業等従事許可の状況は、次の表のとおりです。

注 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的

とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目

的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはなら

ない（地方公務員法第３８条）とされており、上の表の基準を満たしている場合に、例

外的に許可を受けることができます。

８ 職員の退職管理の状況

令和２年度の退職者の再就職の状況については、次の表のとおりです。

注 退職者数は、課長級以上の退職者の数です。

９ 職員の研修の状況

（1）職員の研修の状況

令和２年度の職員の研修の状況については、次の表のとおりです。

許可の基準
令和２年度の許可件数

市長部局等 教育委員会

次のいずれにも該当しないと認める場合

①職責の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

②職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務

の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

③その他公務員として適当でないと認められる場合

０件

（０名）

９件

（９名）

区分 退職者数 再就職数

市（特別職・再

任用・嘱託）

市出資法人 民間企業 その他団体

市長部局等 ５人 ６人 ４人 １人 １人 ０人

教育委員会 ０人 ４人 ４人 ０人 ０人 ０人

合計 ５人 １０人 ８人 １人 １人 ０人

研修名 延べ開講日数 修了者数

指名研修 ３５日 １１４人

必須研修 １６日 ７７人

現任所属長研修 ２日 ０人

新任所属長研修 ２日 ９人

新任主幹研修 ２日 ４人

現任係長研修 ２日 ４人

新任係長研修 ２日 １１人

中堅職員研修[継続課程] ２日 ６人

中堅職員研修[基礎課程] １日 １１人

新任職員研修[前期] ２日 １４人

新任職員研修[後期] １日 １８人
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※上記の研修は、砺波市職員研修計画に基づくものの集計であり、所属所ごとでの研

修は含まれておりません。

専門研修 １９日 ３７人

クレーム対応研修 １日 ２人

議会答弁書作成力向上研修 １日 ５人

説明力向上研修 １日 ６人

女性職員キャリアデザイン研修 １日 ８人

チーム力強化研修 １日 １人

ホスピタリティ向上研修 １日 １人

選挙管理事務の基礎実務研修 ２日 ２人

働きやすい職場環境づくり促進研修 １日 １人

手話講座 ３日 ２人

パソコン研修 １日 ３人

アサーティブコミュニケーション研修 １日 １人

説明力・話し方向上研修 ２日 １人

法制執務に関する実務研修 １日 １人

地域ブランド力向上研修 １日 １人

民間経営の手法に学ぶ研修 １日 １人

市町村アカデミー研修 ５日、９日 ２人

国際文化アカデミー研修 ３日､５日､11 日 ２人

砺波地域都市職員研修協議会研修 １日 １５人

呉西圏域連携事業（政策形成能力向上研修） １日 ８人

人事評価者研修 １日 ３４人

安全運転講習会 ２日 ３５４人

体験型安全運転講習会 １日 ８人

新規採用職員事前研修 １日 １３人

新任職員研修（文書・防災）研修 ２日 １９人

不当要求防止責任者講習会 １日 ４６人

ＳＤＧｓセミナー １日 ６０人

５Ｇ・ローカル５Ｇ研修（オンライン） １日 １４１人

Ｊ－ＬＩＳリモートラーニング（オンライン） １日 ９５人

ゲートキーパー養成講座 １日 ２０人

その他選択研修 ― ４人

自己啓発支援 ― １人

通信教育等 ― ３人

合計 ５７日 ９３５人
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）厚生制度の状況

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施してお

り、令和２年度の状況は次のとおりです。

※ 市立砺波総合病院においては、別途同様な厚生事業を実施しています。

（2）共済制度の状況

社会保険制度の一環として、相互救済による共済制度を実施しており、令和元年度

の主な給付の状況は次のとおりです。

なお、制度実施のため必要な財源は、職員（組合員）の掛金と地方公共団体の負担

金によって賄われています。

区
分

主な項目 対象者等
実施状況

市長部局等 教育委員会

健
康
管
理

定期健康診断

日帰りドック（市町村職員

共済組合事業）

ライフプランセミナー（市

町村職員共済組合事業）

原則全職員

指定年齢等の職員

指定年齢の職員

１８８名

３７名

（内被扶養者１名）

４名

（内被扶養者１名）

１４７名

１８名

４名

（内被扶養者１名）

福
利
事
業

職員互助会活動 給付事業

（結婚祝金、出産祝金、弔

慰金、見舞金等）

研修費（自己啓発助成）

福利厚生事業（職員福利）

文化･健康施設利用事業

会員 ４３６名

給付件数 ６５件

自己啓発助成 ２件

職員福利 ３８１名

利用施設数 １２施設

区分 主な内容

給付の状況

富山県市町村職員共済組合

件 数 金 額

保健

給付

医療の給付

高額療養費

出産費等

３２件 ７６２千円

休業

給付

傷病手当金

育児休業手当金等
１１１件 １７，４５８千円

職員互助会に係る決算額 4,152 千円

会員掛金 給料月額×2.0／1,000



15

注１ 市職員は、すべて富山県市町村職員共済組合に加入しています。

注２ 給付実績は、組合員とその家族（被扶養者）を含めた金額となっています。

※ 市立砺波総合病院においては、富山県市町村職員共済組合に加入して、別途同様

な共済事業を実施しています。

（3）公務災害補償制度の状況

公務災害制度は、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員が公務上の災害又は

通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補償基金が、その損害を補償する制

度です。

令和元年度の公務災害補償制度の状況は、次の表のとおりです。

※ 上記のほか、市立砺波総合病院分は次のとおりとなっています。

療養補償 ２０件 ４４８千円

障害補償 １件 ２，３５５千円

１１ 勤務条件に関する措置の要求の状況

要求はありませんでした。

災害

給付
災害見舞金等 ０件 ０千円

附加

給付

家族療養費附加金

出産費附加金等
４件 １０９千円

計 １４７件 １８，３２９千円

種 類 内 容 等

補償の状況（金額単位：千円）

市長部局等 教育委員会

件数 金額 件数 金額

療養補償

公務または通勤による

負傷や疾病の療養（以

下、上記療養と記載す

る。）に必要な費用を

支給します。

０ ０ ６ ２１２

障害補償

上記療養の治ゆ後、一

定の障害が残った場合

に 年金等 を支給 しま

す。

１ １，８４３ ０ ０

遺族補償

公務又は通勤により死

亡した場合に配偶者等

に対し、年金等を支給

します。

０ ０ ０ ０

計 １ １，８４３ ６ ２１２
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１２ 不利益処分に関する審査請求の状況

審査請求はありませんでした。
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公営企業職員の状況

地方公営企業法を全部適用する公営企業職員の給与費に関する状況について、次のとお

り公表します。

１ 水道事業

（1）人件費の状況

（2）職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和３年４月１日現在）

注 平均月収額には期末・勤勉手当等を含みます。

（3）職員手当の状況

①期末手当・勤勉手当

注 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

区分 総費用

Ａ

純損益

又は

実質収支

職員給与費

Ｂ

総費用に占める

職員給与費率

Ｂ／Ａ

（参考）

元年度の総費用に占

める職員給与費率

令和

２年度

千円

786,091

千円

214,804

千円

62,482

％

7.9

％

7.9

区分
職員数

Ａ

給与費 一人当り給与

費(Ｂ/Ａ)給料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ

令和

２年度

人

11

千円

40,852

千円

5,673

千円

16,413

千円

62,938

千円

5,722

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

砺波市 39.6 歳 313,173 円 501,414 円

砺波市 一般行政職（砺波市）

一人当たり平均支給額（令和２年度）

1,469 千円

一人当たり平均支給額（令和２年度）

1,559 千円

（令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分

(1.45)月分 (0.9)月分

（令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分

(1.45)月分 (0.9)月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算

措置

5～15％

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算

措置

5～15％
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②退職手当（令和３年４月１日現在）

③地域手当（令和３年４月１日現在）

支給していません。

④特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

支給していません。

⑤時間外勤務手当

⑦ その他の手当（令和３年４月１日現在）

砺波市 一般行政職（砺波市）

自己都合 勧奨･定年 自己都合 勧奨･定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算

措置

定年前早期退職

特例措置

(2％～20％加算)

その他の加算

措置

定年前早期退職

特例措置

(2％～20％加算)

支給総額（令和２年度決算） 1,879 千円

職員 1 人当たり支給年額（令和２年度決算） 209 千円

支給総額（令和元年度決算） 1,275 千円

職員 1 人当たり支給年額（令和元年度決算） 106 千円

手当名 内容及び支給単価

一 般 行
政 職 の
制 度 と
の異同

一 般 行
政 職 の
制 度 と
異 な る
内容

支給実績
（２年度
決算）

千円

支 給 職 員 １ 人
当 た り 平 均 支
給 年 額 （ ２ 年
度決算）

円

扶養手

当

(1) 扶養親族 1 人につき 6,500 円

ただし、子は 10,000 円

(2)満 16 歳年度初めから満 22 歳

年度末までの間にある子 1 人につ

き、5,000 円を加算

同 1,825 260,714

住居手

当

借家等

①家賃 27,000 円以下の場合

家賃-16,000 円

②家賃 27,000 円を超える場合

(家賃-27,000 円)/2+11,000 円

(最高限度額 28,000 円)

同 318 318,000
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通勤手

当

(1)交通機関利用職員

6 箇月定期券等の価額による一括

支給（全額支給限度 1 箇月当た

り 55,000 円）

(2)交通用具使用職員

距離段階区分に応じ 2,600 円～

35,000 円

同 523 47,509

管理職

手当

管理又は監督の地位にある職員に

当該職の区分に応じて 21,000 円

～66,400 円を支給

同 977 488,400

休日勤

務手当

休日等において正規の勤務時間中

に勤務した職員に支給

１時間当たりの給与額×1.35×勤

務時間

同 157 52,284

管理職

員特別

勤務手

当

管理職手当支給対象職員が臨時ま

たは緊急の必要等により、週休日

等に勤務した場合に支給

6 時間以下の場合

4,000 円～8,000 円

6 時間超の場合

6,000 円～12,000 円

同 10 10,000


